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令和８年度京田辺市留守家庭児童会 

夏休み入会児童募集要項 

 

京田辺市教育委員会 教育部 

社 会 教 育 課 

 

 

１ 対象児童 

京田辺市立小学校に通学する児童であり、夏休みの期間において、保護者の就労（週４日以上

かつ１日４時間以上の勤務を原則）等により、家庭での適切な保護を受けられない児童が対象と

なります。 

 

２ 入会を募集する留守家庭児童会 

  大住留守家庭児童会・田辺東留守家庭児童会 

（委託先：株式会社明日葉） 

 

３ 受入人数 

  大住留守家庭児童会  若干名 

田辺東留守家庭児童会 約４０名 

 【注意事項】 

１ 先着順ではありません。受付期間終了後、入会手続を行います。 

２ 受入人数を超えた場合は、低学年から優先的に受入れ、必要に応じて抽選を行いま

す。したがって、きょうだいで一緒に入会できない場合があります。 

３ 通年で在籍している児童は、改めて申込みをする必要はありません。 

４ 大住留守家庭児童会前の道路は、午前7時３０分から午前９時まで車両通行禁止で

す。 

 

４ 開設期間及び時間 

（１）開設期間 

通学校区 ：令和８年７月１７日（金）～８月２７日（木） 

通学校区外：令和８年７月１８日（土）～８月２６日（水） 

※いずれも日曜日、祝日と令和８年８月１３日（木）～８月１５日（土）を除きます。 

 

（２）開設時間 

７月１７日（終業式）・８月２７日（始業式）：放課後～午後６時３０分 

夏休み中の平日：午前８時００分～午後６時３０分 

土曜日    ：午前８時００分～午後５時３０分 
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５ 入会後の注意 

他の児童の保育や児童会の運営に支障がある場合は、退会していただくことがあります。 

  保護者の責任で児童の送迎を行っていただきます。 

 

６ 負担金 

通学校区 ：８，６８０円 

通学校区外：８，１２０円 

※ 市が発行する「負担金納入通知書」にて、市が指定する期日までに、市内指定金融機関の窓

口でお納めください（途中で退会された場合でも返金はしませんので、ご了承ください。）。 

 

７ 負担金の減免 

表に定める基準により上記負担金の減免を受けることができます。 

負担金の減免を受けようとする保護者は、「留守家庭児童会負担金減免申請書」を6月12日

（金）までに提出してください。 

 

○負担金額一覧 

 

※ 同一世帯に属する児童が２人以上入会する場合は、減免申請書の提出により2人目以降の負担

金が半額になります。 

区分 基 準 校区 
負担金 

申請書添付書類 
１人目 ２人目以降 

1 
生活保護法の適用を受ける

被保護世帯 

通学校区 ０円 ０円 

課税状況等調査承諾書 

（申請書裏面） 

通学校区外 ０円 ０円 

2 

区分１に掲げる世帯を除く、

令和７年度の市町村民税が

非課税の世帯 

通学校区 １，５５０円 ７７５円 

通学校区外 １，４５０円 ７２５円 

3 

区分１及び２に掲げる世帯

を除く、令和７年分の所得税

が非課税の世帯 

通学校区 ４，９６０円 ２，４８０円 

通学校区外 ４，６４０円 ２，３２０円 

4 

区分１から３までに掲げる

世帯を除く、令和７年分の所

得税が５万円未満の世帯 

通学校区 ６，８２０円 ３，４１０円 

通学校区外 ６，３８０円 ３，１９０円 

5 

区分１から４までに掲げる

世帯を除く、令和７年分の所

得税が１０万円未満の世帯 

通学校区 ８，０６０円 ４，０３０円 

通学校区外 ７，５４０円 ３，７７０円 

6 上記以外の世帯 

通学校区 ８，１２０円 ４，０６０円 

 

通学校区外 ７，５６０円 ３，７８０円 
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申込みフォーム 

８ 申込方法 

 

（１）受付期間   令和８年６月８日（月）～令和８年６月１２日（金） 

 

（２）受付時間   午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く。） 

 

（３）受付方法 

① 窓口提出（社会教育課（市役所３階、⑫窓口）） 

 市ホームページ又は社会教育課に備え付けの入会申込書等に必要事項を記入し、就労状 

況証明書等保育をする人がいないことを証明する書類（２人目以降コピー可）を添えて、 

保護者が持参してください。 

   ② 申込みフォームによる提出 

     申込みフォームにより提出してください。 

     申込みフォームは、６月８日（月）に入力が可能になります。 

就労状況証明書は、あらかじめご準備ください。 

※ 郵送による申込みはできません。 

 

９ その他 

 （１）詳細については、入会決定時に送付する「入会のしおり」をご参照ください。 

 （２）夏休み入会児童募集期間中は、通常の入会の申込手続を行いません。 

 

10 問い合わせ先 

京田辺市教育委員会 教育部 社会教育課 

電話番号：０７７４－６４－１３９４（直通） 


